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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ミャンマー連邦の保健医療サービスの向上の一端を担

う「伝統医療プロジェクト」を 2006 年 11 月から 2009 年１月までの２年３ヶ月間の計画で実施し

ています。これは、安価で副作用が少なく、貧困層を中心に多くの国民が日常的に利用している

伝統医療サービスの向上することを目標とするプロジェクトであり、ミャンマー連邦の国民に届

く真に人道的な支援として実施しています。 

今般、協力開始から１年３ヶ月が経過したところで、同プロジェクトの運営指導調査を実施す

るために、2008 年２月に調査団を派遣し、ミャンマー連邦関係機関との間でプロジェクトの進捗

の確認と今後の方向性に係る協議を行いました。本報告書は、その調査結果を取りまとめたもの

です。 

ここに、本評価調査にご協力を賜りました関係各位の皆様に対しまして深甚なる謝意を表すと

共に、引き続き本プロジェクトの実施・運営にご支援をお願いする次第です。 

 

平成 20 年３月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 西脇 英隆 
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第１章 運営指導調査団派遣概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ミャンマー連邦（以下、｢ミャンマー｣と記す）においては、長い歴史を持ち、安価で副作用の

少ない伝統医療に信頼をおき、貧困層を中心に多くの国民が日常的に利用しているが、伝統薬剤

の品質や伝統医療師の質の問題が大きな課題として存在している。このような状況の下、ミャン

マー政府は、第三次国家保健計画（2001～2006）で新たに伝統医療を 12 の重点プログラムの一つ

に加えると共に、そのプログラムの中で伝統医療師の能力向上、伝統薬剤の品質管理等を強力に

推し進めている。 
本プロジェクトは、伝統医療師の技術の向上と保健医療サービスの向上をめざし、2006 年 11

月に開始された。プロジェクト開始より１年３ヶ月が経過しており、本協力は小規模案件であり、

中間評価は必須でないものの、これまでの活動進捗状況を確認し、今後のプロジェクトの方向性

をミャンマー側（保健省伝統医療局、カウンターパート）、JICA ミャンマー事務所と協議し、必

要に応じて残り協力期間の活動計画（Plan of Operation：PO）の修正を行うことを目的に、今般、

運営指導調査団を派遣する運びとなった。 

 

１－２ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 期 間 所属先 

竹本 啓一 総括／団長 2008/２/16～２/23 
JICA 人間開発部 
保健人材育成チーム チーム長 

門田 重利 伝統医療 2008/２/５～２/10 富山大学和漢医薬学総合研究所 

高野 晋太郎 協力計画 2008/２/５～２/23 
JICA 人間開発部 
保健人材育成チーム 

注）竹本団長と高野団員は、「基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団」の団長・団員をも兼ねる。 
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１－３ 調査日程 

 日付 曜日 竹本団長 高野団員 門田団員 宿泊先

１ ２月５日 火  移動（日本→ミャンマー） ヤンゴン

２ ２月６日 水  
移動（ヤンゴン→ネピドー） 
保健省伝統医療局との協議 

ネピドー

３ ２月７日 木  保健省伝統医療局との協議 ネピドー

４ ２月８日 金  
保健省伝統医療局との協議、 
移動（ネピドー→ヤンゴン） 
JICA ミャンマー事務所報告 

ヤンゴン

５ ２月９日 土  資料整理 
移動（ミャ

ンマー→

日本） 
ヤンゴン

６ ２月 10 日 日  資料整理 日本到着 ヤンゴン

７ ２月 11 日 月  
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

８ ２月 12 日 火  
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

９ ２月 13 日 水  
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

10 ２月 14 日 木  
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

11 ２月 15 日 金  
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

12 ２月 16 日 土 
移動（日本→ミャ

ンマー） 
基礎保健スタッフ強化プロジェ

クト事前調査団業務 
 ヤンゴン

13 ２月 17 日 日 基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務  ヤンゴン

14 ２月 18 日 月 
移動（ヤンゴン→ネピドー） 
保健省伝統医療局との協議 
基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務 

 ネピドー

15 ２月 19 日 火 
保健省伝統医療局との協議 
基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務 

 ネピドー

16 ２月 20 日 水 基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務  ネピドー

17 ２月 21 日 木 
基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務 
移動（ネピドー→ヤンゴン） 

 ヤンゴン

18 ２月 22 日 金 
基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団業務 
ヤンゴン伝統医療病院訪問 
移動（ミャンマー→日本） 

 － 

19 ２月 23 日 土 日本到着  － 

注）本調査団は、「基礎保健スタッフ強化プロジェクト事前調査団」と併せて派遣された。 
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１－４ 主要面談者 

＜ミャンマー側＞ 
ミャンマー保健省伝統医療局関係者 

Dr. Tin Nyunt 保健省伝統医療局 局長 
U Aung Myat Kyaw 保健省伝統医療局 次長  

U Win Myint 保健省伝統医療局研究開発課 課長 
Dr. Theim Kyaw ヤンゴン伝統医療病院 院長（カウンターパート） 

 
＜日本側＞ 

JICAミャンマー事務所 
佐藤 公平 次長 

馬部 典佳 企画調査員 
Daw Pa Pa Khin ナショナルスタッフ 

 
１－５ 調査内容 

（１）プロジェクトの進捗確認 

プロジェクト開始から１年３ヶ月が過ぎ、残り１年間の活動で目標を達成することが必要

となるが、今後は長期専門家を配置せず、カウンターパート（Counterpart：C/P）側を中心と

したプロジェクト運営を行うこととしており、短期専門家派遣を通じ各活動の進捗の確認と、

必要に応じて活動の実施促進のための助言を行う。今後に残された活動は以下のものに集約

されることから、それぞれの進捗を確認する。 

１）伝統医療師向けハンドブック作成 

２）伝統医療の有効性調査 

３）伝統医療師向け研修 

 

（２）プロジェクト実施体制の確認 
C/P 側中心でプロジェクトを運営するために必要な連絡体制等について協議し、確認する。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

本調査の主要目的は、これまでのプロジェクトの進捗や外部条件等を確認し、必要に応じてプ

ロジェクト計画を改訂することであった。現時点でのプロジェクトの実績と現状は、以下のとお

りである。 
 

２－１ 投入実績 

２－１－１ 日本側投入 

（１）専門家 
プロジェクト開始から 2008 年１月末現在までには、長期専門家１名と短期専門家４名が

派遣された。指導分野や派遣期間は以下のとおりである。 
 

＜長期専門家＞ 

専門家氏名 指導分野 派遣期間 派遣前の所属先 

横森 健治 研修計画／業務調整
2006/12/20～ 

2007/12/28
㈱タックインターナショナル 

 

＜短期専門家＞ 

専門家氏名 指導分野 派遣期間 派遣前の所属先 

門田 重利 調査手法指導 
2006/11/26～ 

12/26
富山大学 和漢医薬学総合研究所

済木 育夫 疾病構造分析 
2007/7/14～ 

7/20
富山大学 和漢医薬学総合研究所

門脇 真 需要分析 
2007/7/14～ 

7/27
富山大学 和漢医薬学総合研究所

手塚 康弘 処方分析 
2007/7/14～ 

7/27
富山大学 和漢医薬学総合研究所

 

（２）供与資機材 

2006 年度から 2007 年度分までの日本側の供与機材の実績は、合計 8,908FEC である。

詳細供与機材リストは以下のとおり。 

機材項目 購入単価 購入数 
Obsteric Table with Matress 400FEC １ 

Canon iR-2016 3,060 FEC １ 
Rotary Evaporator with water bath 2,900 FEC １ 

Toshiba Satellite M200-P431 1,268 FEC ２ 
Denyo Generator DCA 25 ESI 1,280 FEC １ 

14 no. of Books ― 14 
FEC（Foreign Exchange Certificate：外国為替証明書） 
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（３）在外事業強化費 

2007 年 2 月末時点で、日本側の在外事業強化費として合計 4,429FEC がプロジェクトの

活動のために投入された。 

 2006 年度 2007 年度 合計 
在外事業強化費 2,126FEC 2,303FEC 4,429FEC 

 

２－１－２ ミャンマー側の投入 
（１）C/P の配置 

討議議事録（Record of Discussions：R/D）では、ミャンマー側 C/P の配置について以下

のとおり規定されている。このうちヤンゴン伝統医療病院長が主要な C/P としてプロジェ

クトの日々の運営に携わっている。その他 C/P は首都ネピドーで勤務しているため、ヤン

ゴンにオフィスを置く本プロジェクトへの参画は物理的な制限があるが、Project Director

である保健省伝統医療局長は本プロジェクトに高い関心を持ち、重要事項の方針決定等、

プロジェクト運営にできる限り関与している。 

１）Director General, Department of Traditional Medicine 

２）Deputy Director General, Department of Traditional Medicine 

３）Director, Research and Development, Department of Traditional Medicine 

４）Deputy Director (Herbal Medicine), Research and Development, Department of Traditional 

Medicine 

５）Researcher (Biochemistry), Research and Development, Department of Traditional Medicine 

６）Researcher (Pharmacology), Research and Development, Department of Traditional Medicine 

７）Medical Superintendent, Traditional Medicine Hospital, Yangon 

 

（２）施設 

ヤンゴン伝統医療病院内にプロジェクトオフィスが提供されている。 

 

２－２ 活動実績（PO１に基づく） 

本プロジェクトは伝統医療師の技能向上をめざし、伝統医療の現状を的確に把握するための調

査・分析を前半部分で実施し、それらの結果を踏まえて、後半部分で伝統医療師の技能向上に取

り組むこととしている。 

下記のように、前半部分においては主に調査と分析が実施されており、それぞれ順調に進捗し

ているといえる。 

活動 実績 

成果１：現状調査により伝統医療従事者の現状が把握され、改善のための提言がなされる。 

1-1 調査対象地域の状況に応

じた調査方針を決定す

る。 

ミャンマーにおいて多く見られる疾病の傾向、薬品の需要およ

び処方に関する調査に先立ち、調査対象とすべき地域の選定の

ため、門田専門家による予備調査が実施された。 
その結果、ヤンゴンおよびマンダレーを中心に周辺地域を広く

調査対象とすることが決定された。マンダレーには伝統医療大

学が置かれ、伝統医療の診療所も多く、ミャンマーにおける伝
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統医療の中心的地域である。 
また、同専門家の活動の中で一部の調査データが収集されると

共に、C/P 側への調査技術の移転が行われた。 
1-2 対象地域において多く見

られる疾病・処方・薬草

使用状況に関する情報収

集を行う。 

門田専門家の活動を引き継いだ横森専門家により、ミャンマー

側で選定された調査員（伝統医療師）への調査技術移転が行わ

れ、ヤンゴンおよびマンダレーを中心に、調査が実施された。

その結果、340 のサンプルが収集された。 

1-3 収集した情報・データを

分析し、伝統医療従事者

への研修に係るニーズア

セスメントを行う。 

1-2 で収集されたデータを基に、富山大学の短期専門家の協力に

より住民の疾病傾向や医薬品の需要、その処方傾向の分析を試

みたところ、ミャンマーの伝統医療は、さまざまな疾患に対処

しているものの、特に慢性疾患（脳卒中、糖尿病、高血圧）が

症例として多く扱われている傾向が顕著に表れた。疾患や症状

を表す語句や、薬草の名称等が西洋医療と一致するものと、一

致しないもののばらつきがあるため、傾向を必ずしも正しく見

出せていない可能性がある。その中でも、疾病傾向として明ら

かになったことを基に、特に期待の高い疾患と、糖尿病・高血

圧を定め、それに対する具体的な薬品の処方等の状況に関し、

さらに正確なデータを得ることが必要と判断し、2008 年１月よ

り追加の調査を実施することとした。 
伝統医療師対象の研修に関しては、現時点では具体的なニーズ

把握は行われていないが、ヤンゴンおよびマンダレーにおいて

実施されたワークショップの参加者より、高い期待が存在する

ことが把握されている。 

1-4 伝統医療従事者向けのハ

ンドブックを作成する。 

ハンドブックの掲載項目については、2007 年 11 月の合同調整

委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において別添（M/M）

のとおり合意され、執筆担当者についても決定されている。 
運営指導調査時には、伝統医療局側からはハンドブックの表紙

案とレイアウト案についてのみ提示された。ミャンマー側執筆

者および日本側執筆者それぞれの責任範囲で執筆が進められて

いるが、ミャンマー側執筆者がマンダレー在住であることから

目視による執筆状況の確認はできていない。 
1-5 伝統医療従事者の卒前卒

後教育・現任研修改善に

係る提言を報告書にまと

める。 

実施されていない。 

1-6 伝統医療従事者を対象と

してセミナーを開催し、

提言を共有する。 
実施されていない。 

成果２：伝統医療従事者の薬草の基礎知識が改善される。 

2-1 伝統医療従事者を対象に、

日常使用する薬草の基本

的知識に係る研修を実施

する。 

実施されていない。 
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２－３ プロジェクトの実施体制 

プロジェクトオフィスをヤンゴン伝統医療病院内に置き、C/P である Dr. Theim Kyaw と横森専

門家（研修計画／業務調整）を中心としてプロジェクトは運営されてきた。プロジェクト活動等

の決定権を有する伝統医療局は首都ネピドーに置かれていることから、当初より連絡調整に懸念

があったものの、現在までに実施体制に大きな問題は見られていない。 

また、主要な活動がミャンマー側を実施主体とするものが多いため、2007 年 12 月からは長期

専門家を配置せず短期専門家を随時派遣することとし、C/P 主体でのプロジェクト運営体制とし

ているが、必要に応じて JICA ミャンマー事務所から支援しつつ、おおむね順調に進められてい

る。 

 
２－４ 調査および協議結果 

２－４－１ 伝統医療師向けハンドブック執筆 
ハンドブックの章立てが 2007 年 11 月の JCC において双方合意されており、それに従って執

筆が進められている。本調査時は、表紙とレイアウトについては提示があったものの、主な執

筆者がマンダレー在住であり、本文の執筆状況については目視による確認はできなかった。今

後は、３月に派遣予定の短期専門家により執筆状況を確認すると共に、必要に応じて助言を行

うこととする。 

 

２－４－２ 伝統医療の有効性に関する追加調査進捗状況 

2008 年２月末を期限に、高血圧および糖尿病に対する伝統医療の有効性を計るための調査を

実施している。本運営指導調査中にも調査が進められ、調査団帰国前にすべての調査用紙を回

収した（本調査は対象者の了解を得て実施しており、回答用紙は調査結果データ取りまとめ後、

破棄予定）。 

本調査は、ハンドブックの一項目として、ミャンマーの伝統医療の有効性を示す情報収集の

ため実施されている。高血圧・高血糖の症状を持つ患者に対し、ミャンマーの伝統医療により

治療を行う中で、具体的にどのような診断および治療を行い、どのような結果が出ているかを

各地の伝統医療師を通して調査した。現時点ではその分析結果は出されていないが、ミャンマ

ーの伝統医療が有効であると立証されることが期待される。有効性が確認されなかった場合に

は、本プロジェクトからの提言として、ミャンマー伝統医療に改善の方策を提示することが想

定されている。 
 

２－４－３ 伝統医療師向け研修 

2008年度第２四半期に実施が計画されている伝統医療師を対象とした研修についての議論を

行った。プロジェクト開始段階においては、20 名の伝統医療師に対し２日間の研修を５回実施

する予定となっていたが、調査団より予算および講師派遣上の都合から、これまでに本プロジ

ェクトのセミナーやワークショップに参加経験のある伝統医療師のみを対象とした１回の研修

をすることを提案した。それに対し伝統医療局長からは、規模の縮小は行わず、当初計画どお

り複数回研修を実施したいとの回答がなされた。更には日本人専門家がすべての指導を行う必

要はなく、ミャンマー側独自に伝統医療局やマンダレー伝統医療大学から講師として人材を派

遣したいとの言及があった。 
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調査団からは、この先方の積極的な姿勢については評価すると共に、次回派遣予定の専門家

とより詳しい研修ニーズの把握と研修計画の策定を行うよう助言した。 
また、本研修のコンセプトとして、①ハンドブックを教材として使用すること、②伝統医療

師と患者との適切なコミュニケーションを促進すること、の２点が伝統医療局長より提示され

た。①については、プロジェクトの 重要視しているハンドブックであることから、調査団と

しても同様に重要性を感じる。②については、今回の協議において言及があったのは大きな進

展であると考えられる。これまでプロジェクト側は、ミャンマーの伝統医療に対し改善をもた

らしたく、例えばミャンマーの伝統医療に西洋医療のような科学性を導入し、医療としての質

を高めていくべきであるという考えがあった。しかし、本プロジェクトでの過去の協議等にお

いては、伝統医療局側から“ミャンマーの伝統医療を変える意図はない”という言及がなされ

ていた。今回出された提案は、伝統医療局自らが改善すべき点として提示したものであり、調

査団・プロジェクト側と伝統医療局側の意向が一致したということがいえる。伝統医療師と患

者とのコミュニケーションのあり方が改善されることは、伝統医療による保健医療サービスの

改善に資する成果となりうると考えられる。 
この２つの研修コンセプトに基づき、更なる具体的な研修ニーズの把握と、研修計画の策定

が実施されることとなる。 
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第３章 プロジェクトの実施方針 
 

３－１ 調査結果の総括と今後の基本方針 

日本人専門家が不在の状況ではあるものの、ミャンマー側により、円滑に活動が進められてい

ることが確認された。局長を中心とした伝統医療局のイニシアチブと、主要 C/P であるヤンゴン

伝統医療病院長の貢献によるところが大きい。またその背景には、これまでに派遣された各専門

家の積極的な取り組みと、良好な関係作りがあったと思われる。 
また、保健省内で伝統医療に対する関心が高まっている一方で、伝統医療局に対する他国・他

機関からの支援が少ないことも、本プロジェクトへの伝統医療局側の積極的関与を高めることの

一助となっていると思われる。 

これらの背景も踏まえ、おおむね順調に進捗している本プロジェクトであるが、本調査後には

プロジェクト後半に入り成果の発現が求められる。成果発現のため今後の活動の中心となるのが、

「伝統医療師向けハンドブック」作成と「伝統医療師向け研修」の実施である。特に伝統医療師

向けハンドブックに関しては、薬草や治療法の紹介といった個別事項にとどまらず、伝統医療師

として必要な知識や技術を広く盛り込むこととしている。これは、伝統医療師の基礎的な知識の

習得と、より効果的な新規技能の習得に寄与することが期待できるものである。 

一方、伝統医療師向けの研修に関しては、本調査団と伝統医療局側との協議の中で、「ミャンマ

ー伝統医療への科学の導入」が言及されたことは重要視すべきである。これまでのプロジェクト

活動を通じ、伝統医療の質を高めることの重要性、そのためには科学性の向上が重要であること

が「認識された成果」であると考えられる。この認識に基づき、本プロジェクトとしても伝統医

療の科学性および質を高めるための研修であるということが再度共有されることとなった。なお、

伝統医療への科学の導入というのは、広いコンセプトであるため、本プロジェクトでは特に研修

項目として、“患者との適切なコミュニケーションについて”の指導を行うこととした。 

なお、今後の活動方針は以下のとおり。 

活動 実績 

成果１：現状調査により伝統医療従事者の現状が把握され、改善のための提言がなされる。 

1-1 調査対象地域の状況に応じた

調査方針を決定する。 
完了 

1-2 対象地域において多く見られ

る疾病・処方・薬草使用状況

に関する情報収集を行う。 
完了 

1-3 収集した情報・データを分析

し、伝統医療従事者への研修

に係るニーズアセスメントを

行う。 

2008 年３月派遣予定の「研修ニーズ分析」短期専門家によ

り、伝統医療局との協議および伝統医療師への聞き取りを

行い、研修ニーズを具体化する。 

1-4 伝統医療従事者向けのハンド

ブックを作成する。 

伝統医療局および富山大学の短期専門家により、各担当項

目の執筆が行われる。 
６月末：英語・ミャンマー語双方の原稿確定。印刷開始 
10月末：印刷製本完了 
11月 ：伝統医療師向け研修において教材として使用 
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1-5 伝統医療従事者の卒前卒後教

育・現任研修改善に係る提言

を報告書にまとめる。 

プロジェクトで実施した調査結果および C/P 向け本邦研修

で得られた知見を基に、C/P 主体での提言報告書作成を行

う。C/P 向け本邦研修は、伝統医療師向け国内研修の前

（2008 年 10 月）を想定。 
これまでの経験から、外部者のみによる提言では十分に受

け入れられないと予測されるため、伝統医療師・医師の資

格を持つ C/P が、さらに本邦研修により日本における伝統

医療（漢方）の知識を習得し、それらの総合的な知識によ

り提言を行うことが望ましいと判断した。提言書を作成す

るにあたっては、本邦研修実施機関でもある富山大学から

支援を得ることとする。 

1-6 伝統医療従事者を対象として

セミナーを開催し、提言を共

有する。 

2008 年 11 月の伝統医療師向け研修に合わせて、伝統医療

局および伝統医療師に対して提言を行う。 
 
 

成果２：伝統医療従事者の薬草の基礎知識が改善される。 

2-1 伝統医療従事者を対象に、日

常使用する薬草の基本的知識

に係る研修を実施する。 

2008 年 11 月、ハンドブックを教材として用いた研修を実

施する。 

 

３－２ 指標の導入 

本プロジェクトは計画予算額が少額であったことから、Project Design Matrix（PDM）の作成を

行わず、PO による進捗管理を実施してきた。そのため、目標・成果を測る指標を設定してこな

かったが、終了時評価の実施を想定し、今回の先方との協議において、上位目標、プロジェクト

目標、成果それぞれに対する指標を設定することとした。（別添付属資料 Minutes of Meetings

（M/M）の ANNEX４を参照） 

 

３－３ 新 PO に基づくプロジェクト基本計画 

2007 年に実施された JCC において、既に PO が一部修正されていることから、伝統医療局との

協議の中で活動計画として変更すべき部分は見られなかった。協議の上設定された指標を追記し、

さらに一部の文言等の整理を行い、新しいマスタープランについて合意した。 

修正されたのは、伝統医療師向け研修に関し、参加者人数、回数、日数の記載を今回削除した

点である。今回の協議においては、伝統医療局側の要望と調査団側の提案が合致していない点が

あるため、次回派遣予定の短期専門家により詳細な研修ニーズを把握し、具体的な計画を作成す

ることとした。なお、予算等の観点から当方提案のプロジェクト計画は、比較的規模は小さいが、

伝統医療師の技能向上のためには、質・量共により充実した研修であるべきという点では、ミャ

ンマー側と同じ認識であり、日本側としては予算確保に努め、可能な限り先方の要望に応えるよ

うな計画を検討したい。 
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